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市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例を

ここに公布する。

令和３年５月 28 日

伊勢市長 鈴 木 健 一
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伊勢市条例第19号

市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条

例

（市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の一部改正）

第１条 市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例（平成17年伊勢市条

例第39号）の一部を次のように改正する。

附則に次の１項を加える。

（令和３年６月に支給する期末手当に関する特例措置）

19 令和３年６月に支給する期末手当の額は、第３条第２項の規定にか

かわらず、同項の規定により算定される期末手当の額から当該額に100

分の10を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

（伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条

例の一部改正）

第２条 伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関す

る条例（平成17年伊勢市条例第41号）の一部を次のように改正する。

附則に次の１項を加える。

（令和３年６月に支給する期末手当に関する特例措置）

４ 令和３年６月に支給する期末手当の額は、第３条第３項の規定にか

かわらず、同項の規定により算定される期末手当の額から当該額に100

分の10を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

（伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部改正）

第３条 伊勢市病院事業管理者の給与等に関する条例（平成17年伊勢市条

例第123号）の一部を次のように改正する。

附則に次の１項を加える。

（令和３年６月に支給する期末手当に関する特例措置）

４ 令和３年６月に支給する期末手当の額は、第４条第３項の規定にか
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かわらず、同項の規定により算定される期末手当の額から当該額に100

分の10を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

附 則

この条例は、令和３年５月31日から施行する。
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伊勢市観光振興基本計画策定業務受託者選定委員会規則をここに公布す

る。

令和３年５月 19 日

伊勢市長 鈴 木 健 一
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伊勢市規則第33号

伊勢市観光振興基本計画策定業務受託者選定委員会規則

（設置）

第１条 伊勢市附属機関条例（平成29年伊勢市条例第２号）第２条第２項

の規定により、観光振興基本計画策定業務を行う事業者の選定に係る委

員会として、伊勢市観光振興基本計画策定業務受託者選定委員会（以下

「選定委員会」という。）を置く。

（委員長及び副委員長）

第２条 選定委員会に、委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選によ

り定める。

２ 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長

が欠けたときは、その職務を行う。

（会議）

第３条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

２ 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決す

ることができない。

３ 選定委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可

否同数のときは、議長の決するところによる。

（庶務）

第４条 選定委員会の庶務は、産業観光部観光振興課において処理する。

（委任）

第５条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他選定委員会の運

営に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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伊勢市告示第 105 号

伊勢市自転車等の放置防止及び適正な処理に関する条例（平成 25 年伊勢

市条例第 19 号）第 12 条第２項及び第 13 条第２項並びに第 14 条第 1 項の

規定により、放置されていた自転車等を撤去し、保管したので、同条第２

項の規定により告示します。

令和３年５月 17 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

１ 保管自転車等の種類、自転車等を撤去した日時、保管自転車等が

放置されていた場所等

２ 保管場所

自転車等保管場所（伊勢市二見町三津地内、伊勢市二見町西地内、

伊勢市小俣町相合地内又は伊勢市御薗町高向地内）

３ 保管期間

告示の日から60日間

保管自転車

等 の 種 類

自 転 車 等 を

撤 去 し た 日 時

保 管 自 転 車 等 が

放 置 さ れ て い た 場 所
台 数

自 転 車
令和３年４月23日

午前10時30分

伊勢市駅周辺駐輪場

(伊勢市吹上１丁目地内)
16台

〃
令和３年４月23日

午後１時30分

伊勢市駅北駐輪場

(伊勢市吹上１丁目地内)
19台

計 35台
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４ 保管期間経過後の措置

保管期間を経過してもなお保管自転車等を返還することができな

い場合は、伊勢市自転車等の放置防止及び適正な処理に関する条例

第17条第１項の規定により、当該保管自転車等について廃棄等の処

分をすることがあります。

５ 連絡先

放置自転車等管理業務委託先 株式会社エボリューション

電話番号 080-1580-8974
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伊勢市告示第 106 号

伊勢市議会臨時会を次のとおり招集します。

令和３年５月 21 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

１ 招集の日時 令和３年５月 28 日（金） 午前 10 時

２ 招集の場所 伊勢市議会議場

３ 付議すべき事件

(1) 専決事項の承認を求めることについて

（令和３年度伊勢市一般会計補正予算（第２号））

(2) 専決事項の承認を求めることについて

（伊勢市市税条例の一部改正について）

(3) 専決事項の承認を求めることについて

（伊勢市都市計画税条例の一部改正について）

(4) 市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例等の一部改正につい

て
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伊勢市告示第 107 号

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条の２第 11 項の規定により、

一色町自治会から次のとおり変更の届出があったので、同条第 10 項の規定

により告示します。

令和３年５月 24 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

代表者の氏名及び住所

変更前 菊 川 喜 保

伊勢市一色町 1606 番地２

変更後 野 中 良 成

伊勢市一色町 1444 番地３
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伊勢市告示第 108 号

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条の２第 11 項の規定により、

五十鈴ヶ丘団地自治会から次のとおり変更の届出があったので、同条第 10

項の規定により告示します。

令和３年５月 24 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

代表者の氏名及び住所

変更前 山 根 章 宏

伊勢市中之町 20 番地 91

変更後 加 藤 泰 彦

伊勢市中之町 20 番地 90
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伊勢市告示第 109 号

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条の２第 11 項の規定により、

宮町自治連合会から次のとおり変更の届出があったので、同条第 10 項の規

定により告示します。

令和３年５月 24 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

代表者の氏名及び住所

変更前 中 村 増 宏

伊勢市宮町１丁目２番 15 号

変更後 島 紀 生

伊勢市宮町２丁目４番５号
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伊勢市告示第 110 号

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条の２第 11 項の規定により、

宮川町町内会から次のとおり変更の届出があったので、同条第 10 項の規定

により告示します。

令和３年５月 24 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

代表者の氏名及び住所

変更前 山 本 房 彦

伊勢市宮川２丁目 13 番 65 号

変更後 山 寄 堯 己

伊勢市宮川２丁目６番 38 号
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伊勢市告示第 111 号

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条の２第 11 項の規定により、

植山町自治会から次のとおり変更の届出があったので、同条第 10 項の規定

により告示します。

令和３年５月 24 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

代表者の氏名及び住所

変更前 田 端 元

伊勢市植山町 27 番地

変更後 大 西 洋 幸

伊勢市植山町 47 番地
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伊勢市告示第 112 号

地籍調査の実施について

国土調査法（昭和26年法律第 180 号）第６条の４第１項の規定により、

地籍調査を実施するので、同法第７条の規定により、次のとおり告示しま

す。

令和３年５月27日

伊勢市長 鈴 木 健 一

１ 事業計画が定められた年月日

令和３年４月28日

２ 調査を実施する者の名称

伊勢市

３ 調査地域

村松２、河崎２、村松３及び村松４

４ 調査期間

令和３年５月27日から令和４年３月31日まで
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伊勢市農業委員会告示第６号

伊勢市農業委員会第 21 回定期総会を次のとおり招集します。

令和３年５月 20 日

伊勢市農業委員会

会長 森川 正弘

１ 招集の日時 令和３年５月 26 日（水）14 時

２ 招集の場所 伊勢市立御薗公民館 ２階講堂

３ 付議すべき事項

議案第１号 令和２年度伊勢市農業委員会事業報告について

議案第２号 令和３年度伊勢市農業委員会事業計画（案）について
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伊勢市上下水道事業告示第 10 号

流域関連公共下水道の供用を開始するので、下水道法(昭和 33 年法律第

79 号)第９条の規定に基づき、次のとおり告示します。

その関係図面は、令和３年５月 18 日から２週間、伊勢市上下水道部下水

道施設管理課窓口に備え置いて、一般の縦覧に供します。

令和３年５月 17 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

１ 供用(下水の処理)を開始する年月日

令和３年６月１日

２ 供用(下水の処理)を開始する区域

浦口４丁目及び黒瀨町の各一部

３ 供用を開始する排水施設の位置

縦覧に供する関係図面において表示します。

４ 当該公共下水道が接続する流域下水道の終末処理場の位置及び名称

位置 伊勢市大湊町 1126 番地

名称 宮川浄化センター

５ 供用を開始する排水施設の合流式又は分流式の別

分流式
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伊勢市公告第 27 号

公 示 送 達

下記の者の差押解除通知書は、住所、居住等が不明のため送達すること

ができないので、地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 20 条の２の規定

により公示送達をします。

なお、当該書類は、総務部収納推進課に保管してありますから、来庁の

上、受領してください。

令和３年５月 18 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

記

公示送達を受けるべき者の氏名及び住所

氏 名 住 所

省略 省略
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伊勢市公告第 28 号

伊勢市第９次老人福祉計画・第８期介護保険事業計画を策定しましたの

で、次のとおり当該計画を公表します。

令和３年５月 19 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

「次」は省略し、その関係書類を伊勢市健康福祉部介護保険課に備え置

いて縦覧に供します。
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伊勢市公告第 29 号

伊勢市ふるさと未来づくり条例（平成 26 年伊勢市条例第 38 号）第９条

第１項の規定により、東大淀地区まちづくり協議会から次のとおり変更の

届出があったので、同条第２項の規定により公告します。

令和３年５月 24 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

代表者の氏名

変更前 岡 本 忠 佳

変更後 中 井 栄 一
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伊勢市公告第 30 号

伊勢市ふるさと未来づくり条例（平成 26 年伊勢市条例第 38 号）第９条

第１項の規定により、北浜まちづくり会議から次のとおり変更の届出があ

ったので、同条第２項の規定により公告します。

令和３年５月 24 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

代表者の氏名

変更前 山 中 松 廣

変更後 奥 野 時 明
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伊勢市公告第 31 号

伊勢市営住宅管理条例（平成 17 年伊勢市条例第 163 号）第４条の規定

により、入居者の募集を次のとおり行います。

令和３年５月 31 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

１ 申込期間

令和３年６月２日（水曜日）から６月 15 日（火曜日）まで（土曜日及

び日曜日を除く。）

午前８時 30 分から午後５時まで（月曜日は、午前８時 30 分から午後

７時まで）

２ 申込場所

伊勢市営住宅等管理事務所（ＦＥ住宅管理共同企業体）

伊勢市吹上２丁目８番 23 号

３ 募集住宅及び戸数

(1) 一般向市営住宅

団地名 所在地
構造

※１
階数 部屋数 戸数 単身

家賃

※２

倭隠岡団地 倭町 19 番地１
RC 造

４階建
４階 ３DK １ ×

20,800 円～
40,800 円

一之木

第２団地

一之木４丁目

２番 33 号

PC 造

３階建
１階 ３DK １ ×

16,000 円～
31,400 円

宮中横団地
浦口４丁目

32 番 37 号

RC 造

３階建
３階 ３DK １ ×

22,500 円～
44,200 円
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(2) 高齢者向市営住宅

※１ ＰＣ：コンクリート版プレハブ造 ＲＣ：鉄筋コンクリート造

※２ 入居後、４(5)の収入基準を超えた場合は、記載の上限額を超える

場合があります。

４ 申込資格

(1) 伊勢市内に住所又は勤務場所があること。

(2) 現在、住宅に困っていることが明らかであること。

(3) 入居する全員が、暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６号に該当する者）で

ないこと。

(4) 市区町村税を完納していること。

(5) 収入基準（月額）が 158,000 円以下であること。

ただし、高齢者のみ又は高齢者と 18 歳未満の者のみの世帯、障害者

等がいる世帯及び小学校就学前の子どもがいる世帯は、214,000 円以

下となります。

・収入基準（月額）・・・入居者全員の所得金額から定められた額を控

二俣団地
二俣３丁目

10 番 18 号

RC 造

４階建

２階 ３DK １ ×
22,100 円～
43,500 円

３階 ２DK １ ○
17,800 円～
35,000 円

万所団地
辻久留３丁目

20 番 44 号

RC 造

３階建

１階 ３DK １ ×
22,200 円～
43,600 円

２階 ２DK １ ○
16,900 円～
33,300 円

旭団地 旭町 49 番地１
RC 造

４階建
３階 ２DK １ 〇

16,600 円～
32,700 円

団地名 所在地
構造

※１
階数 部屋数 戸数 単身

家賃

※２

ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ

せせらぎ

小俣町宮前

31 番地２

RC 造

６階建

２階～

４階
２DK ４ ○

19,900 円～
39,000 円

23



除した後、12 箇月で除した額

(6) 申し込む住宅に応じて下記の条件に該当すること。

ア 一般向市営住宅

現在同居している、又は同居しようとする親族（内縁関係者及び

婚約者を含む。）がいること。

・親族・・・・・６親等内の血族、配偶者及び３親等内の姻族

・内縁関係者・・住民票に『未届の夫』又は『未届の妻』の記載

がある者

・婚約者・・・・契約日までに、婚姻ができる者

ただし、次のいずれかに該当する場合は、３Ｋ以下の住宅に限り

単身で申し込むことができます。

(ｱ) 60 歳以上の者

(ｲ) 身体障害者（障害の程度が、１級から４級までの者）

(ｳ) 精神障害者（障害の程度が、１級から３級までの者）

(ｴ) 知的障害者（障害の程度が、(ｲ)の程度に相当する者）

(ｵ) 戦傷病者（障害の程度が、恩給法（大正 12 年法律第 48 号）の

特別項症から第６項症までの者又は第１款症の者）

(ｶ) 原子爆弾被爆者（原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平

成６年法律第 117 号）第 11 条第１項の認定を受けた者）

(ｷ) 中国残留邦人等（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第 30 号）第２条第１項に該当する者）

(ｸ) 生活保護者（生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第６条第１

項に該当する者）

(ｹ) 海外からの引揚者（引揚げ後５年を経過していない者）

(ｺ) ハンセン病療養所入所者等（ハンセン病療養所入所者等に対す
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る補償金の支給等に関する法律（平成 13 年法律第 63 号）第２条

に該当する者）

(ｻ) ＤＶ被害者（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関

する法律（平成 13 年法律第 31 号）による一時保護者若しくは保

護終了日から５年を経過していない者又は保護命令の申立てを行

っている者であって保護命令発効から５年を経過していないも

の）

イ 高齢者向市営住宅

次のいずれにも該当すること。

(ｱ) 60 歳以上の単身世帯、いずれか一者が 60 歳以上の夫婦※のみの

世帯又はいずれもが 60 歳以上である親族からなる世帯

※ 夫婦・・・配偶者同士のみ（内縁関係者及び婚約者を含む。）

(ｲ) 自炊が可能な程度の健康状態であるが、身体機能の低下等が認

められる、又は高齢等のため、独立して生活するには不安がある

と認められる世帯

(ｳ) 住宅困窮度が高く、家族等による援助が困難な世帯

５ 申込方法

伊勢市営住宅等管理事務所で配付される市営住宅入居申込用紙に必

要事項を記入し、世帯全員の住民票の写し、所得証明書及び税の完納証

明書等の必要書類を添付の上、２の申込場所に持参してください。

６ 入居者の選考方法

市営住宅入居者選考委員会で入居資格を確認した後、申込者数が募集

数を上回った場合は、公開抽選を行います。

(1) 日 時 令和３年７月 10 日（土）

※ 受付は、午後１時 30 分から午後１時 55 分まで（時間厳守）

※ 入居抽選会及び説明会は、午後２時から午後４時 30 分頃まで
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(2) 場 所 いせシティプラザ ２階多目的ホール

７ 入居時期

令和３年８月１日以降

８ 問い合わせ先

伊勢市営住宅等管理事務所（ＦＥ住宅管理共同企業体）

電話 0596-63-8379

伊勢市都市整備部住宅政策課

電話 0596-21-5596
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